
  
 
 
 

 

 

   キ ラ リ と 光 る あ な た の 銀 行  

2018年11月29日  

 
三重県松阪市京町 510番地 
株式会社 第 三 銀 行                 

さんぎん教育ローン「青春時代」の商品改定について  

株式会社第三銀行（頭取 岩間  弘）は、カードローン方式の教育ローン『さんぎん教

育ローン「青春時代」』につきまして、より便利にご利用いただきやすいよう、商品改定

を実施いたしますので下記のとおりお知らせいたします。  

カードローン方式の場合、お子さまの卒業年の4月に“証書貸付”へ切替をし、毎月の

元利均等返済にする方式でしたが、商品改定により、“証書貸付”への切替が不要となり、

カードローンのままで毎月返済ができるように変更いたします。これによりATMで任意に

繰上返済が可能になるなど、さらに便利で使いやすくなります。  

本商品は、「ローン金利優遇&プレゼントWキャンペーン」の対象商品でもあるため、

お得なこの機会に是非、お申込みをご検討下さい。  
 

記 
 

１．商品改定の概要（さんぎん教育ローン「青春時代」（カードローン方式））  

項 目  改定前  改定後  

ご利用期間  
【当貸期間】  
お子さまの卒業年の4月6日まで  
毎月お利息のお支払のみ  

【当貸利用期間】  
お子さまの卒業年の4月6日まで  
毎月お利息のお支払のみ  

ご返済期間 

【証書貸付期間】 

証書貸付への切替後10年以内の 

毎月元利均等返済 

【当貸返済期間】 

お子さまの卒業年の 4月 6日時点で

のご利用残高に応じた毎月定額返

済となります。 

ご利用残高 毎月返済額

100 万円以下 10,000 円

100 万円超 200 万円以下 20,000 円

200 万円超 300 万円以下 30,000 円

300 万円超 400 万円以下 40,000 円

400 万円超 500 万円以下 50,000 円

※随時、ATMで任意のご返済も可能 

（※）上記の商品改定はカードローン方式の返済方法のみ改定となり、証書貸付の返済方

法などには変更ございません。また、既にお借入いただいておりますお客さまの返

済方法に変更はございませんので、お手続きなどは不要です。  
（※）商品改定の詳細については、別添のチラシをご覧下さい。  
 
２．商品改定日  

   2018年12月1日（土）  
以上 

〔お問い合わせ先〕  

担当  
総合企画部  広報課  須賀  0598-25-0363 

営業推進部  商品開発課 松山・福田 0598-25-0321 
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